
介護保険のお知らせ
【問い合わせ先】

　健康介護支援課　社会長寿班

　☎５２－９２８０

　介護保険料の納入通知書を７月初旬に発送します。介護保険料に関する詳しい内容については、通知書に

同封するお知らせ文書をご確認ください。

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

対　象　者

老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が住民税非

課税の場合

生活保護の受給者

本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額＋

合計所得金額が８０万円以下

本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額＋

合計所得金額が８０万円を超え１２０万円以下

本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額＋

合計所得金額が１２０万円を超える

本人が住民税非課税

課税年金収入額＋合計所得金額が８０万円以下

本人が住民税非課税

課税年金収入額＋合計所得金額が８０万円を超える

本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円未満

本人が住民税課税で合計所得金額が１２０万円以上２１０

万円未満

本人が住民税課税で合計所得金額が２１０万円以上３２０

万円未満

本人が住民税課税で合計所得金額が３２０万円以上
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年 額 保 険 料

香美市の介護保険料（第１号被保険者）【令和４年度の額】

１８Kami

企画展　土佐藩歴代藩主展

高知県立高知城歴史博物館

■内容

江戸時代、土佐藩は山内家が藩主をつとめてきました。歴代藩主は初代一

豊から16代豊範まで、全16人。企画展では藩主ゆかりの資料から、彼らの

生きた時代や個性を紹介します。

■開催期間

６月２４日（金）～９月４日（日）

　９時～１８時　日曜のみ８時～１８時　※展示室への入室は閉館３０分前まで

■料金

　７００円（常設展含む。高知城とのセット券は９００円）

　※高校生以下と県内６５歳以上の方は無料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学芸員によるスライドレクチャー

展覧会の見どころを学芸員が解説します。

■開催日時

７月１０日（日）、７月２３日（土）、８月７日（日）、８月２０日（土）

　いずれも１０時３０分～１１時

■会場

高知城歴史博物館　３階土佐史探索室

■料金

無料（要観覧券/申込不要）　

　※参加者多数の場合、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、先着順とする場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わくわく探検！高知城

高知城を一緒にめぐりながらクイズに挑戦しよう！

■開催日時

７月３１日（日） ９時～１１時３０分　※雨天の場合は、８月６日（土）に延期

■集合場所 高知城歴史博物館　１階ホール

■料金　無料　

　※保護者の方で高知城懐徳館に入館される方は、利用料(４２０円)が必要です。

■定員　小学生１０名

■申込

７月２０日（水）までに、直接窓口または電話・FAXで

　参加者の氏名・学年・住所・電話番号をお知らせください。

　※申込多数の場合は、抽選となります。抽選結果は、当選された方への

　　整理券の発送をもって代えさせていただきます。

☎０８８－８７１－１６００

納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。　

　災害・倒産・病気等により生活が著しく困窮し、納付が困難な場合には、申請により保険料が

徴収猶予または減免されることがあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少したこと等により介護保険料(令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に納期限

がある第１号保険料)を納めることが困難な方に対しては、次の基準に該当する場合に保険料が減

免されることがあります。

①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤

　な傷病を負った６５歳以上の被保険者

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収

　入または給与収入（以下「事業収入等」という）の減少が見込まれ、次のアおよびイに該当す

　る６５歳以上の被保険者

ア　事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるとき

　　は、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の１０分の３以上。

イ　減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下。


